
 

 

 

利用契約書 

重要事項説明書 

個人情報に関する同意書 

指定障害児相談支援事業・指定特定相談支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 山梨樫の会 

相談支援事業所 LIFE 

当事業所は甲府市の指定を受けています。 

事業所番号 第 1930103344 指定特定相談支援 

       第 1970103352 指定障害児相談支援 

 



利 用 契 約 書 
 

                 （以下「利用者」という。）と社会福祉法人山梨樫の会 相談支援事業所 LIFE（以下

「事業者」 という。）は、児童福祉法に基づく障害児相談支援事業・障害者総合支援法に基づく指定特定

相談支援事業（以 下、「相談支援事業」という。）について、次のとおり契約（以下、「本契約」という。）

を締結します。 

 

（契約の目的）  

第１条 本契約は、利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むこと  

ができるよう、事業者が利用者に対して必要な児童福祉法、障害者総合支援法に基づく相談支援事業を

適切に提供することを定めます。  

 

（契約期間）  

この契約の期間は、受給者証の支給決定期間と同じとし、利用者及びその保護者（以下、 利用者等とい

う。）と事業者双方から申し出がない場合、かつ受給者証に記載された 支給期間終了後に改めて支給決

定された場合、契約は更新されるものとします。   

 

（事業の主たる対象とする障害の種類とサービス内容）  

第３条 事業者は、主たる対象とする障害種別の利用者（身体障害者・知的障害者・精神障害者・障害児）

に対して、同じく別紙「重要事項説明書」に記載しているサービス内容を提供します。 

 

（利用者負担及び実費負担額） 

第４条 事業者の提供する相談支援事業に関する利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、

市町村からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法定代理受領）は、利用者の自己負担はあ

りません。 

 

（事業者の具体的義務）  

第５条 （安全配慮義務）事業者は、相談支援事業の提供にあたって、利用者の生命、身体、財産 の安

全・確保に配慮します。  

２（説明義務）事業者は本契約に基づく内容について、利用者等の質問などに対して適切に説明 します。  

３（守秘義務）事業者及び相談支援専門員は、本契約による相談支援事業を提供するにあたって 知り得

た利用者や家族の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することは ありません。

契約終了後も同様です。  

４（記録保全整備義務）事業者は、相談支援事業の提供に関する記録を整備し、提供日から５年間保存し

ます。  

 

（苦情解決） 



第６条 利用者等は、事業者が提供するサービスに関して、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載する

苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。  

２ 事業者は、苦情が申し立てられた場合、速やかに事実関係を確認し、改善の必要性及びその方法等に

ついて、利用者等に文書で報告します。  

３ 事業者は、利用者等が苦情を申し立てたことを理由として、利用者等に対し、不利益となるような対

応はしません。  

 

（契約の終了事由） 

第 7条 本契約は以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。  

１ 利用者が死亡した場合  

２ 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合  

３ 事業所が指定を取り消された場合または指定を辞退した場合  

４ 第 9条から第 10条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

５ 第 2条の契約期間が満了した場合（但し満了前に契約更新の手続きが取られた場合は除く） 

 

（事故と損害賠償） 

第８条 事業者は、相談支援事業の提供によって事故が生じた場合には、速やかに市町村・利用者等に連

絡を行うとともに必要な措置を講じます。  

２ 事業者は、相談支援事業を提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって（不可抗力

は除く）利用者等に損害を与えた場には、速やかに利用者等の損害を賠償します。  

 

（利用者からの契約解除） 

第９条 利用者等は、事業者もしくは相談支援専門員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、直

ちに本契約を解除することができます。  

１ 事業者もしくは相談支援専門員が正当な理由なく本契約に定める相談支援を実施しない場合  

２ 事業者もしくは相談支援専門員が第５条１項から４項に定める義務に違反した場合  

３ 事業者もしくは相談支援専門員が故意又は過失により利用者等の生命・身体・財物・信用を傷つける

ことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

 

（事業者からの契約解除） 

第１０条 事業者は利用者等が故意又は重大な過失により事業者もしくは相談支援専門員の生命・身体・

財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、 その状況の改

善が見込めない場合には本契約を解除するものとします。 

 

（協議事項） 

第１１条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は障害者総合支援法な

らびに児童福祉法その他諸法令の定めるところに従い、利用者等と誠意をもって協議するものとします。    

 



（その他） 

第１２条 今後、相談支援事業の根拠となる法律が変更となった場合でも、相談支援事業の内容の大幅な

変更がなかった場合に限り本契約書はそのままとします。  

２ 今後障害者総合支援法の名称が変わった場合でも、法の内容に大幅の変更がなかった場合に 限り本

契約書の障害者総合支援法を新たな名称に置き換えることとします。 

 

上記の契約を証するため、本書２通を作成し、利用者、事業者が記名捺印の上、各１通を保有するものと

します。  

 

 

令和    年    月    日 

 

 

事業者 

住  所         山梨県甲府市下飯田二丁目５－１７ 

            社会福祉法人 山梨樫の会    

事業者名         相談支援事業所 LIFE      

理事長名            臼井 行夫       印 

管理者名            臼井 栄二          

 

 

       利用者 

住   所                                  

 

氏  名                         印 

 

保護者（代理人） 

住   所                           

 

氏  名                          印  

 

続  柄                             

 

 

 

 

 

 



重要事項説明書 

 

この重要事項説明書は、社会福祉法第７６条及び第７７条の規定、「児童福祉法に基づく指定障害児相談

支援の事業の人員及び運営に関する基準」第５条の規定ならびに「障害者総合支援法に基づく指定計画

相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」第５条の規定に基づき、本事業所の概要や提供するサー

ビスの内容、その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を利用者等に対して説明するもの

です。  

 

１．事業者  

名  称 社会福祉法人 山梨樫の会 

法  人  種  別 社会福祉法人 

法 人 所 在 地 山梨県甲府市塚原町３５９番地 

電 話 番 号 ０５５-２５２－１６００ 

代 表 者 氏 名 理事長 臼井 行夫 

設 立 年 月 日 平成１０年９月７日 

事業内容 （１）第一種社会福祉事業 

   （イ）特別養護老人ホームの経営 

   （ロ）児童養護施設の経営 

（２）第二種社会福祉事業 

   （イ）介護老人保健施設の経営 

   （ロ）老人デイサービス事業の経営 

   （ハ）老人短期入所事業の経営 

   （ニ）特定相談支援事業の経営 

   （ホ）障害児相談支援事業の経営 

   （へ）障害児通所支援事業の経営 

   （ト）児童自立生活援助事業の経営 

   （チ）共同生活援助事業の経営 

（３）公益を目的とする事業 

   （イ）地域包括支援センターの事業 

   （ロ）市町村地域生活支援事業（日中一時支援事業） 

 

２．事業所の概要 

名  称 相談支援事業所 LIFE 

事業所所在地 山梨県甲府市下飯田二丁目５－１７ 

事 業 所 内 容 
指定特定相談支援事業  （甲府市指定 第 1930103344号）  

指定障害児相談支援事業（甲府市指定 第 1970103352号）  

指 定 年 月 日 令和４年１２月１日 



管 理 者 氏 名 臼井 栄二 

電 話 番 号 ０５５－２２２－３３８８ 

F  A  X ０５５－２２２－３３８８ 

事業所の理念 

利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活が営むこ

とができるよう心身の状況、その置かれている環境等に応じて、福祉サービスが多

様な事業所から、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して行います。 

 

３．職員の体制            

管理者 １名 常勤（兼） 

相談支援専門員 １名 常勤（兼） 

＜主な職員の配置状況＞※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

 ※上記の職員数は、利用人数および事業を進める上で変動する場合があります。 

 

４．営業時間 

営業時間 ９時００分 ～ 午後６時００分 

開業日 月曜日から金曜日 

休業日 
日曜日、年末年始 12月 30日から 1月 3日まで 

※事業所の都合により休業する場合あり。 

 

５．事業所が提供するサービス内容  

（１）サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成事業者は、相談支援専門員に障害児支援利用計

画・サービス等利用計画（以下、「利用計画」 という。）の作成に関する業務を担当させるものとします。  

① 相談支援専門員は利用計画の作成に当たっては、利用者及びその保護者（以下、「利用者等」 とい

う。）の希望を踏まえて作成いたします。 

② 相談支援専門員は、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて利用者等の選択に 基づき、

適切な保健、医療、福祉、教育等のサービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供される

ように配慮します。 

③ 相談支援専門員は、利用計画の作成の開始にあたっては、地域における障害福祉サービス 事業者等

に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者等に提供し、利用者等にサービスの選択を

求めるものとします。  

④ 相談支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者等に面接して利用者等及び家族の置かれている状

況、利用者等が希望する生活、解決すべき課題等を把握（「アセスメント」という。）します。 

⑤ 相談支援専門員は、利用者等の同意を得て、利用計画案を利用者に交付します。 

⑥ 相談支援専門員は、支給決定後、各事業者と連絡調整を行うとともに、サービス担当者会議等により

利用計画案の内容の説明及び意見を求めるものとします。 

⑦ 前項により意見を求めた利用計画案について、利用者等に説明し、文書により同意を得て、利用計画

を利用者等に交付します。  

（２）サービス等利用計画・障害児支援利用計画作成の変更 



 利用者等が利用計画の変更を希望した場合、または事業者がアセスメントやモニタリング の結果を踏

まえ、利用計画の変更が必要と判断した場合は、合意に基づき利用計画を変更します。  

（３）事故と損害賠償 

事業者は、相談支援事業の提供によって事故が生じた場合には、速やかに市町村・利用者等に連絡を行

うとともに必要な措置を講じます。 

事業者は、相談支援事業を提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって（不可抗力は

除く）利用者等に損害を与えた場には、速やかに利用者等の損害を賠償します。 

 

６．事業実施地域 

 甲府市とその近郊市町村  

 

７．利用料金 

 （１）サービス利用料金  

指定特定相談支援サービス・指定障害児相談支援サービス・指定計画相談支援サービス・指定障害

児計画支援サービスに関する利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて市町村からサービ

ス利用料金に相当する給付を受領する場合（法定代理受領）は、利用者等の自己負担はありません。  

（２）交通費  

通常の事業実施地域外の地区にお住いの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービス

の提供に際し、要した交通費の支払いを利用者から受けることができます。なお、事業所の自動車

を使用した場合の交通費は次の額を徴収することができます。事業所からの交通費は実費になりま

す。 

（甲府市とその近郊市町村以外）片道１０㎞未満３００円、片道１０㎞以上５００円、片道２０㎞

以上１，０００円 

 

８．利用者の記録や情報の管理、開示について 

（１）本事業所では、関係法令に基づいて利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者等の求めに 応じ

てその内容を開示します。保存期間は、相談支援事業を提供した日から５年間です。  

（２）本事業所従事者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者等の情報を、漏 

すことはありません。  

 

９．利用計画の利用に関する留意事項 

（１）事業提供時に、担当の相談支援専門員を決定します。担当の相談支援専門員が交代する場合は、あ

らかじめ利用者等に説明するとともに、利用者等に対して利用上の不利益が生じないよう十分配慮

します。  

（２）相談支援専門員について、お気づきの点やご要望がありましたら、苦情・相談窓口日本ご遠慮なく

ご相談ください。  

 

１０．苦情の受付について  



当事業所 

ご利用相談窓口 

窓口担当者：前田 卓也  

解決責任者：臼井 栄二 

受 付 時 間：9：00～18：00（営業日）  

電 話 番 号：０５５－２２２－３３８８ 

第三者委員会 

青木 志保（社会福祉法人山梨樫の会 評議員） 

電話番号 ０５５－２６８－３１５５ 

髙橋 正憲（社会福祉法人山梨樫の会 評議員） 

電話番号 ０５５－２８７－６２２５ 

山梨県運営適正化委員会 

所 在 地 甲府市北新１－２－１２ 

（山梨県社会福祉協議会 内） 

電話番号 ０５５－２５４－１８２０ 

受付日・時間 月～金 午前９時～午後５時 

甲府市役所障がい福祉課

相談支援係 

所 在 地 甲府市丸の内１丁目１８番１号 

電話番号 ０５５－２３７－５２４０ 

受付日・時間 月～金 午前８時半～午後５時１５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



相談支援事業所 LIFEのサービス提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。  

 

 

令和    年    月    日 

 

事業者 

住  所       山梨県甲府市下飯田二丁目５－１７ 

            社会福祉法人 山梨樫の会    

事業者名         相談支援事業所 LIFE      

理事長名            臼井 行夫       印 

管理者名            臼井 栄二          

 

説明者名             前田 卓也      印 

 

 

私は、本書面に基づいて事業者から指定通所支援の提供及び利用について重要事項の説明を受け、同意

しました。  

 

 

令和    年    月    日  

 

 

利用者 

住   所                                   

 

氏  名                         印 

 

保護者（代理人） 

住   所                           

 

氏  名                           印 

 

続  柄                             

 

 

 

 

 



個人情報に関する同意書 
 

社会福祉法人 山梨樫の会  

相談支援事業所 LIFE 

理事長 臼井 行夫 殿 

管理者 臼井 栄二 殿 

 

私（利用者及び保護者）は、社会福祉法人 山梨樫の会 相談支援事業所 LIFE（以下「LIFE」という）

を利用するにあたり、次の（1）に定める個人情報の利用及び提供について、（２）の条件を付して同意し

ます。 

 

（１） 個人情報 

一、私の置かれている環境や家庭の状況などの個人情報を、「LIFE」が必要な範囲でサービス調整会議の

場などにおいて、関連機関に提供すること。 

一、市町村が調査した内容を、「LIFE」に提供すること。 

一、その他、相談支援の実施に必要な個人情報。 

（２） 条件 

一、個人情報の提供は必要最低限とし、相談支援に関わる目的以外には利用及び提供しないこと。正当な

理由がない限り、業務上知りえた個人情報を漏らさないこと。 

一、相談支援従事者は、現在勤務している事業所等を退職したあとも、在職中に知りえた個人情報を漏ら

さないこと。 

一、相談支援従事者は、相談支援シート等に記載されたサービス利用者の個人情報を、安全に保管するこ

と。 

 

令和    年    月    日 

利用者 

住   所                                   

 

氏  名                          印 

 

保護者（代理人） 

住   所                           

 

氏  名                            印 

 

続  柄                             


